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本会決議（R4.11.9）本会決議（R4.11.9） 地方自治法の一部改正(R5.4.26)の措置結果地方自治法の一部改正(R5.4.26)の措置結果
第１　多様な人材の市議会への参画を促す環境整備

１　地方議会の位置付け・議員の職務の明確化
議会と長の二元代表制から構成される地方自治の

重要性に鑑み、地方議会の意思決定機関としての位置
付けや住民の代表者としての議員の職責について、令
和５年の統一地方選挙までに地方自治法で明確化す
ること。 

（地方自治法第 89 条第一項の改正） 
普通地方公共団体の議会は、議事機関として、当該普通

地方公共団体の住民が選挙した議員をもって組織される
こと。 
（地方自治法第 89 条に二項新設） 

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の重
要な意思決定に関する事件を議決し、並びに検査及び調査
その他の権限を行使すること。 

議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団
体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を
行わなければならないこと。

２　会社員が立候補しやすい労働法制の見直し
今や就業者の９割を会社員が占めており、若者や女

性を含む幅広い会社員層から市議会の議員に立候補
しやすい、また、兼業が認められる場合には議員活動
ができる環境を整える必要がある。 

このため、立候補に伴う休暇保障や議員活動のため
の休職、任期満了後の復職など、労働基準法はじめ労
働法制の見直しを行うこと。

（地方自治法一部改正法の衆議院総務委員会の附帯決議
三、参議院総務委員会の附帯決議四） 

政府は、地方議会の議員の選挙において労働者がより立
候補しやすくなるよう、就業規則において立候補休暇制度
を設けること等について、事業主の理解を得るための取組
を進めるなど、引き続き立候補環境の整備に取り組むこと。

５　小規模市における議員報酬の引上げ等を促進する
財政支援 
（議員報酬の引上げ） 

小規模市議会の議員は、概して議員報酬の水準が低
く、経済的に恵まれた議員は別として、兼業しなけれ
ば生計困難に陥りかねない実情にある。 

一方、議会の役割が高まるに伴い、小規模市におい
ても議員活動が年々増大、その内容も高度化・専門化
し、現実には専業として活動せざるを得ない議員も多
く、議員のなり手不足の一因にもなっている。 

このため、住民の理解を得ながら、地域の実情に応
じて生計維持が可能な水準まで議員報酬を引き上げ
ることができるよう、小規模市に対する地方財政措置
の強化を図ること。

（地方自治法一部改正法の衆議院総務委員会の附帯決議
五、参議院総務委員会の附帯決議六） 

政府は、小規模市町村において議員のなり手不足が深刻
であることを踏まえ、適正な水準の議員報酬の在り方につ
いて、各地方公共団体における検討に資するよう、取組事
例の紹介に取り組むとともに、適切に地方財政措置を講ず
ること。

「多様な人材の市議会への参画促進に関する決議」に対する地方自治法の一部改正の措置結果

第 211 回通常国会が 6 月 21 日、
閉幕した。同国会では、地方議会
の位置付けの明文化等を盛り込ん
だ、内閣提出による地方自治法の
一部を改正する法律案が可決・成
立した (R4.5.15 )。

三議長会は、多様な人材の地方
議会への参画促進を図るため、地
方自治法に「議会を置く」としか
規定されていない地方議会の位置
付けや議員の職務等を明文化する
こと、立候補に伴う企業等による
休暇保障など立候補環境の改善の
ための法整備を行うことなどを国
に強く要望してきた。

このような中、自民党では、総
務部会に「地方議会の課題に関す
るプロジェクトチーム」を設置し、
地方議会を取り巻く諸課題につい
て討議・分析。令和3年4月に「令
和時代にふさわしい地方議会・議
員のあり方についての提言」を取
りまとめた。提言では、政府に対
して地方議会の位置付け・議員の
職務等の法律上の位置付けや立候
補に伴う休暇保障の法制化等につ
いて地方制度調査会で議論の上、
結論を得るように求めた。国会・

政党には、請負禁止の範囲の明確
化・緩和、災害時の場合の招集日
の変更等の立法化を求めた。また、
各地方議会・全国議長会には、議
会活動のサポート体制の強化、若
者や女性などの人材育成の場作り
などを自ら実施することを求めた
(R3.4.25  )。

このうち、議員の請負禁止の範囲
の明確化・緩和については、令和4年
の臨時国会で議員立法により地方自
治法改正案が提出され、同年12月10
日に可決・成立した。同改正では併せ
て、災害時の場合の招集日の変更を
可 能とする規 定 が 整 備され た

（R4.12.25  ）。
地方議会の位置付け等の明文化

については、令和4年1月に設置され
た第33次地方制度調査会の第1回
総会において、三議長会は令和5年
統一地方選挙までに地方自治法の
改正が実現するよう前倒しで重点的
な審議を要請した。

その後、同調査会専門小員会に

おいて、地方議会のあり方全般に
わたり前倒しで議論が行われ、令
和4年12月21日に開催された第3回
総会で「多様な人材が参画し住民
に開かれた地方議会の実現に向け
た対応方策に関する答申」を取りま
とめ、12月28日に内閣総理大臣に提
出された。政府は令和5年3月にこ
の答申を踏まえた地方自治法改正
案を国会に提出。国会審議を経て、
三議長会の要請事項が実現した

（R5.1.25、R5.4.5、R5.5.15  ）。
改正された地方自治法では、地方

議会は「議事機関として住民が選挙
した議員をもって組織される」という
位置付けや「重要な意思決定に関
する事件を議決し、検査及び調査そ
の他の権限を行使する」という役割
と、議員は「議会の権限の適切な行
使に資するため、住民の負託を受け、
誠実にその職務を行わなければなら
ない」との職務を条文化。併せて地
方議会に対する住民からの請願書
の提出や国会に対する地方議会か
らの意見書の提出など、地方議会に
係る手続について一括してオンライン
化が可能となる内容となっている。
※(  )内の日付は、本紙掲載号へリンクしています。

（R4.11.9 第 113 回評議員会） （R5.4.26 成立）
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https://www.si-gichokai.jp/syun/r05/__icsFiles/afieldfile/2023/04/04/junpou2224.pdf
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７　政治分野における男女共同参画の推進 
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法

律」に基づき、議員活動と出産育児等の両立支援のた
めに地方議会が実施する体制整備等の取組に対し支
援を行うこと。

（地方自治法一部改正法の衆議院総務委員会の附帯決議四） 
政府は、政治分野における男女共同参画の推進に関する

法律や第三十三次地方制度調査会の答申の趣旨等を踏ま
え、女性や若者、育児・介護に携わる者等が議会に参画す
る上での障壁を除去するため、各議会において会議規則に
おける育児・介護等の取扱いの明確化やハラスメント防止
等の取組が進められるよう、必要な助言を行うこと。 
（地方自治法一部改正法の参議院総務委員会の附帯決議五） 

政府は、政治分野における男女共同参画の推進に関する
法律や第三十三次地方制度調査会の答申の趣旨等を踏ま
え、女性や若者、育児・介護に携わる者等が議会に参画す
る上での障壁を除去するための社会的な環境整備に取り
組むこと。また、地方議会において会議規則における育
児・介護等の取扱いの明確化やハラスメント防止等の取組
が進められるよう、必要な助言を行うこと。

９　地方議会のデジタル化の促進 
本会議、委員会等のウェブサイト公開、議員に対す

るタブレット端末の配布、議事の自動音声翻訳、デジ
タル人材の育成確保など、地方議会のデジタル化への
取組について技術的・財政的な支援を行うこと。

（地方自治法第 138 条の 2 を新設） 
普通地方公共団体の議会又は議長に対して行われる文

書等による通知については、電子情報処理組織を使用する
方法（オンライン化）により行うことができること。 

普通地方公共団体の議会又は議長が行う文書等による
通知については、電子情報処理組織を使用する方法（オン
ライン化）により行うことができること。 
（地方自治法一部改正法の衆議院総務委員会の附帯決議一） 

政府は、多様な住民が地方議会に関わる機会の拡大及び
議会運営の合理化を図るため、現行の議会の在り方に加
え、議会に係る手続のオンライン化を可能とした趣旨も踏
まえ、議会におけるデジタル技術を活用した取組に関し、
必要な助言を行うとともに、技術的・財政的な支援につい
ても検討を行うこと。 
（地方自治法一部改正法の参議院総務委員会の附帯決議二） 

政府は、多様な住民が地方議会に関わる機会の拡大並び
に議会運営の活性化及び合理化を図るため、現行の議会の
在り方に加え、議会に係る手続のオンライン化を可能とし
た趣旨も踏まえ、議会におけるデジタル技術を活用した取
組に関し、必要な助言を行うとともに、技術的・財政的な
支援についても検討を行うこと。

［ 第１の全般に関して ］ （地方自治法一部改正法の衆議院総務委員会の附帯決議六） 
政府は、今後も人口減少の進行が見込まれていることに

鑑み、本法による地方議会の役割及び議員の職務等の明確
化の趣旨を十分に周知するとともに、各地域において住民
福祉を最大限に追求することに資する議会の在り方につ
いて活発に議論がなされるよう、必要な助言を行うこと。 
（地方自治法一部改正法の参議院総務委員会の附帯決議一） 

政府は、多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の
実現が重要であることを踏まえ、本法による地方議会の役
割及び議員の職務等の明確化の趣旨を十分に周知すると
ともに、各地域において住民福祉を最大限に追求すること
に資する議会の在り方について活発に議論がなされるよ
う、必要な助言を行うこと。 
（地方自治法一部改正法の参議院総務委員会の附帯決議七） 

政府は、歯止めのかからない投票率の低下は民主主義の
危機であるという立場から、投票率の向上のため、特に若
年層の政治に対する関心を高めるための教育等の充実・強
化を図るとともに、高齢者等の移動手段の確保や期日前投
票の利便性の向上等あらゆる施策を講ずること

第２　地方議会の権能強化 
７　地方議会のオンライン開催 

感染症のまん延や大規模災害の発生により委員会
を開催すること自体が困難な場合に加え、出産・育児、
介護、疾病等の事情により会議場に参集することが困
難な議員についてはオンラインでの参加を認めるな
ど、本会議への対象拡大も含め、地方議会のオンライ
ン開催の拡充を図ること。

（地方自治法一部改正法の衆議院総務委員会の附帯決議
二、参議院総務委員会の附帯決議三） 

政府は、多様な人材が地方議会に参画できる環境を整備
することの重要性に鑑み、各議会において、オンラインに
よる委員会を円滑に開催することができるよう、地方公共
団体に対し必要な助言を行うこと。また、オンラインによ
る本会議への出席を可能とすることについては、第三十三
次地方制度調査会の答申を踏まえ、議員本人による自由な
意思表明に関し、議場と同様の環境が確保できるか等の課
題について、オンラインによる委員会の開催上の課題等の
検証を行い、国会における対応も参考としつつ丁寧に検討
を進め、その結果に基づいて必要に応じ所要の措置を講ず
ること。


